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１）森戸川流域治水協議会（仮称）、山王川流域治水協議会（仮称） 
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森戸川流域治水協議会 
規 約（案） 

（名称） 

第１条 この会議は、「森戸川流域治水協議会」（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動に

よる水害の激甚化・頻発化に備え、森戸川流域において、あらゆる関係者が協働して流域

全体で行う治水対策、いわゆる「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を

行うことを目的とする。 

 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は、事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項による者のほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表１の

職にある者以外の者の参加を協議会に求めることができる。  

４ 協議会は、必要に応じて第１項の協議会構成員の一部又は指名する者等からなる幹事

会を設置し、協議会の実施事項の一部を行わせることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

（１）森戸川水系で行う流域治水の全体像を共有・検討 

（２）氾濫をできるだけ防ぐ対策、被害対象を減少させるための対策、被害の軽減・早期復

旧・復興のための対策を含む「流域治水プロジェクト」の策定と実施に関する協議 

（３）「流域治水プロジェクト」にもとづく対策の実施状況のフォローアップ 

（４）その他、森戸川水系における治水に関する必要な事項 

 

（事務局） 

第５条 協議会及び幹事会の事務局は、神奈川県県土整備局河川下水道部河川課に置く。 

 

（雑則） 

第６条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続その他運営に関し必要な事 

項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第７条 本規約は、令和３年○月○日から施行する。 

  

資料１－１ 
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別表１ 

（協議会構成員） 

自治体名 協議会委員 幹事会幹事 備 考 

神奈川県 

くらし安全防災局 防災部 
危機管理防災課長 

応急対策グループ
グループリーダー 

 

環境農政局 総務室 
企画調整担当課長 

企画調整グループ
グループリーダー 

 

環境農政局 緑政部 
森林再生課長 

基盤整備グループ
グループリーダー 

 

環境農政局 農政部 
農地課長 

農地企画グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 都市部 
都市計画課長 

計画グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 都市部 
都市整備課長 

土地区画整理グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 都市部 
都市公園課長 

整備運営グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 道路部 
道路企画課長 

計画グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 河川下水道部 
河川課長 

調査グループ
グループリーダー 

事務局 

整備グループ
グループリーダー 

 

防災グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 河川下水道部 
砂防海岸課長 

砂防グループ 
グループリーダー 

 

県土整備局 河川下水道部 
下水道課長 

 公共下水道グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 建築住宅部 
住宅計画課長 

住宅企画グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 建築住宅部 
建築指導課長 

開発指導グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 
県西土木事務所長 

河川砂防第一課長  

県土整備局 県西土木事務所 
小田原土木センター所長 

河川砂防第一課長  

小田原市 建設部長 

道水路整備課長 窓口担当 

国県事業促進担当課長  

みどり公園課長  
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建築課長  

上下水道局長 下水道整備課長  

都市部長 

都市計画課長  

開発審査課長  

建築指導課長  

防災部長 防災対策課長  

経済部長 農政課長  

大井町 

防災安全課長 防災安全課長  

生活環境課長 生活環境課長  

地域振興課長 地域振興課長  

都市整備課長 都市整備課長 窓口担当 

松田町 

まちづくり課長 まちづくり課長 窓口担当 

安全防災担当室長 安全防災担当室長  

環境上下水道課長 環境上下水道課長  
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山王川流域治水協議会 
規 約（案） 

（名称） 

第１条 この会議は、「山王川流域治水協議会」（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動に

よる水害の激甚化・頻発化に備え、山王川流域において、あらゆる関係者が協働して流域

全体で行う治水対策、いわゆる「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を

行うことを目的とする。 

 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は、事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項による者のほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表１の

職にある者以外の者の参加を協議会に求めることができる。  

４ 協議会は、必要に応じて第１項の協議会構成員の一部又は指名する者等からなる幹事

会を設置し、協議会の実施事項の一部を行わせることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

（１）山王川水系で行う流域治水の全体像を共有・検討 

（２）氾濫をできるだけ防ぐ対策、被害対象を減少させるための対策、被害の軽減・早期復

旧・復興のための対策を含む「流域治水プロジェクト」の策定と実施に関する協議 

（３）「流域治水プロジェクト」にもとづく対策の実施状況のフォローアップ 

（４）その他、山王川水系における治水に関する必要な事項 

 

（事務局） 

第５条 協議会及び幹事会の事務局は、神奈川県県土整備局河川下水道部河川課に置く。 

 

（雑則） 

第６条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続その他運営に関し必要な事 

項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第７条 本規約は、令和３年○月○日から施行する。 

  

資料１－２ 
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別表１ 

（協議会構成員） 

自治体名 協議会委員 幹事会幹事 備 考 

神奈川県 

くらし安全防災局 防災部 
危機管理防災課長 

応急対策グループ
グループリーダー 

 

環境農政局 総務室 
企画調整担当課長 

企画調整グループ
グループリーダー 

 

環境農政局 緑政部 
森林再生課長 

基盤整備グループ
グループリーダー 

 

環境農政局 農政部 
農地課長 

農地企画グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 都市部 
都市計画課長 

計画グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 都市部 
都市整備課長 

土地区画整理グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 都市部 
都市公園課長 

整備運営グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 道路部 
道路企画課長 

計画グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 河川下水道部 
河川課長 

調査グループ
グループリーダー 

事務局 

整備グループ
グループリーダー 

 

防災グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 河川下水道部 
砂防海岸課長 

砂防グループ 
グループリーダー 

 

県土整備局 河川下水道部 
下水道課長 

 公共下水道グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 建築住宅部 
住宅計画課長 

住宅企画グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 建築住宅部 
建築指導課長 

開発指導グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 県西土木事務所 
小田原土木センター所長 

河川砂防第一課長  

小田原市 建設部長 

道水路整備課長 窓口担当 

国県事業促進担当課長  

みどり公園課長  

建築課長  
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上下水道局長 下水道整備課長  

都市部長 

都市計画課長  

開発審査課長  

建築指導課長  

防災部長 防災対策課長  

経済部長 農政課長  

 

 

 
 

 

小田原市 
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早川流域治水協議会 
規 約（案） 

（名称） 

第１条 この会議は、「早川流域治水協議会」（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動に

よる水害の激甚化・頻発化に備え、早川流域において、あらゆる関係者が協働して流域全

体で行う治水対策、いわゆる「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行

うことを目的とする。 

 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は、事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項による者のほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表１の

職にある者以外の者の参加を協議会に求めることができる。  

４ 協議会は、必要に応じて第１項の協議会構成員の一部又は指名する者等からなる幹事

会を設置し、協議会の実施事項の一部を行わせることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

（１）早川水系で行う流域治水の全体像を共有・検討 

（２）氾濫をできるだけ防ぐ対策、被害対象を減少させるための対策、被害の軽減・早期復

旧・復興のための対策を含む「流域治水プロジェクト」の策定と実施に関する協議 

（３）「流域治水プロジェクト」にもとづく対策の実施状況のフォローアップ 

（４）その他、早川水系における治水に関する必要な事項 

 

（事務局） 

第５条 協議会及び幹事会の事務局は、神奈川県県土整備局河川下水道部河川課に置く。 

 

（雑則） 

第６条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続その他運営に関し必要な事 

項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第７条 本規約は、令和３年○月○日から施行する。 

  

資料１－３ 
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別表１ 

（協議会構成員） 

自治体名 協議会委員 幹事会幹事 備 考 

神奈川県 

くらし安全防災局 防災部 
危機管理防災課長 

応急対策グループ
グループリーダー 

 

環境農政局 総務室 
企画調整担当課長 

企画調整グループ
グループリーダー 

 

環境農政局 緑政部 
森林再生課長 

基盤整備グループ
グループリーダー 

 

環境農政局 農政部 
農地課長 

農地企画グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 都市部 
都市計画課長 

計画グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 都市部 
都市整備課長 

土地区画整理グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 都市部 
都市公園課長 

整備運営グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 道路部 
道路企画課長 

計画グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 河川下水道部 
河川課長 

調査グループ
グループリーダー 

事務局 

整備グループ
グループリーダー 

 

防災グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 河川下水道部 
砂防海岸課長 

砂防グループ 
グループリーダー 

 

県土整備局 河川下水道部 
下水道課長 

 公共下水道グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 建築住宅部 
住宅計画課長 

住宅企画グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 建築住宅部 
建築指導課長 

開発指導グループ
グループリーダー 

 

県土整備局 県西土木事務所 
小田原土木センター所長 

河川砂防第一課長  

小田原市 建設部長 

道水路整備課長 窓口担当 

国県事業促進担当課長  

みどり公園課長  

建築課長  
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上下水道局長 下水道整備課長  

都市部長 

都市計画課長  

開発審査課長  

建築指導課長  

防災部長 防災対策課長  

経済部長 農政課長  

箱根町 

企画観光部長 観光課長  

総務部長 総務防災課長  

環境整備部長 
都市整備課長 窓口担当 

上下水道温泉課長  
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資料２－１国交省HP＜https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/index.html＞



P.11



P.12



P.13



P.14



P.15



P.16



P.17



P.18



P.19



P.20



P.21



P.22



P.23



P.24


